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（単位：百万円）

金　　　　額 金　　　　額

2,217,686 8,152,928

183,030 106,844

3,855 31,976

536 112,599

4,946 166,734

1,239,134 428

6,170,606 817,671

20,417 189

81,164 4,434

83,947 104,260

建 物 22,763 32

土 地 45,996 54

リ ー ス 資 産 145 594

建 設 仮 勘 定 11,398 316

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 3,643 30,791

6,847 4,891

ソ フ ト ウ ェ ア 6,535 32,797

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 312 9,567,545

18,968

32,797 140,409

△ 27,509 14,998

222,131

377,540

57,506

15,894

7,123

10,820

91,344

468,885

10,036,430 10,036,430

土 地 再 評 価 差 額 金

退職給付に係る調整累計額

その他の包括利益累計額合計

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

負 債 の 部 合 計

退 職 給 付 に 係 る 資 産 （純 資 産 の 部）

支 払 承 諾 見 返 資 本 金

貸 倒 引 当 金 資 本 剰 余 金

偶 発 損 失 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

繰 延 税 金 負 債

無 形 固 定 資 産 再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

そ の 他 資 産 信 託 勘 定 借

有 形 固 定 資 産 そ の 他 負 債

退 職 給 付 に 係 る 負 債

役 員 賞 与 引 当 金

有 価 証 券 特 定 取 引 負 債

貸 出 金 借 用 金

外 国 為 替 外 国 為 替

買 入 金 銭 債 権 コールマネー及び売渡手形

特 定 取 引 資 産 売 現 先 勘 定

金 銭 の 信 託 債券貸借取引受入担保金

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

現 金 預 け 金 預 金

コールローン及び買入手形 譲 渡 性 預 金

第１１９期　 決 算 公 告

2026年6月23日

連結貸借対照表（２０２６年３月３１日現在）

科　　　　目 科　　　　目



㈱北陸銀行　第１１９期決算公告（連結）

（単位：百万円）

155,100

116,764

66,619

35,132

2,396

12,258

357

16

19,355

143

860

17,960

3,486

28

14,445

103,451

33,447

16,110

482

1,135

4,713

6,549

1,181

3,274

7,777

17,416

43,833

976

976

51,649

41

41

502

265

236

51,188

11,186

1,425

12,611

38,576

38,576

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益

コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息

売 現 先 利 息

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

借 用 金 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用

償 却 債 権 取 立 益

そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

預 金 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

信 託 報 酬

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息

有 価 証 券 利 息 配 当 金

コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息

預 け 金 利 息

　　　　　　連結損益計算書
２０２５年４月　１日から

２０２６年３月３１日まで

科　　　　　目 金　　　　　　　　　額
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
連結財務諸表の作成方針 

１．子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基

づいております。 

２．連結の範囲に関する事項 

（１）連結される子会社及び子法人等  １社 

会社名 

北銀ビジネスサービス株式会社 

（２）非連結の子会社及び子法人等   ６社 

 非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰

余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲

から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏

しいため、連結の範囲から除外しております。 

３．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  なし 

（２）持分法適用の関連法人等          なし 

（３）持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等 ６社 

（４）持分法非適用の関連法人等         １社 

 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、当期純損益（持分に見合う

額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除い

ております。 

４．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算期の末日は、連結決算日と一致しております。
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会計方針に関する事項 

１. 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等

を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時

点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該

取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

 特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価に

より、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものと

みなした額により行っております。 

 また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券

及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生

商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額

を加えております。 

２. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算

定）、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っておりま

す。 

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記１及び２．(1)と同じ方法

により行っております。 

３. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

 デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。 

４. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 有形固定資産は、動産については定率法、不動産については主として定額法を採用しておりま

す。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物：６年～50年 

その他：３年～20年 

 連結される子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法に

より償却しております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

当行及び連結される子会社で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額について

は、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零とし

ております。 

５. 貸倒引当金の計上基準 

 当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る

債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以

下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。 

 現在は経営破綻の状況にないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権
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については、以下のいずれかの方法により計上しております。 

① 債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額が一定金額以

上の債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係る将来キャッシュ・フローを合理

的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利率で割り引

いた金額と債権の帳簿価額の差額を貸倒引当金とする方法（以下「キャッシュ・フロー見積

法」という。）により計上しております。 

② 上記以外の債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除した残額に対し、今後３年間の予想損失額を見込んで計上しております。

予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に

基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 

 債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、元本もしくは利息の返済猶予

等、債務者に有利となる取り決めを行った貸出条件緩和債権、又は元本返済もしくは利息支払いが三

月以上延滞している債権を有する債務者のうち、上記以外の債務者（以下「要管理先」という。）に

係る債権については、以下のいずれかの方法により計上しております。 

① 債権額が一定金額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取り

に係る将来キャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、キャッシュ・

フロー見積法により計上しております。 

② 上記以外の債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除した残額に対し、今後３年間の予想損失額を見込んで計上しております。

予想損失額は、３年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に

基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 

 元本返済もしくは利息支払いが事実上延滞している等、履行状況に問題がある債務者、業況が低調

ないしは不安定な債務者、又は財務内容に問題がある債務者等、今後の管理に注意を要する債務者の

うち、上記以外の債務者（以下「要注意先」という。）、及び業況が優良であり、かつ財務内容にも特

段の問題がないと認められる債務者（以下「正常先」という。）に係る債権については、事業性と消

費性に区分のうえ、債権額に対し、今後１年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失

額は、１年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を

求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。 

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から

独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

 連結される子会社においても同様に資産の自己査定を行い、必要な額を計上しております。 

 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及

び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額

しており、その金額は9,377百万円であります。 

６. 役員賞与引当金の計上基準 

 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払に備えるため、役員に対する賞与の支給見積額のうち、

当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

７. 偶発損失引当金の計上基準 

 偶発損失引当金は、信用保証協会における責任共有制度に基づく、将来発生する可能性のある負担

金支払見込額及び他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のあ

る損失を見積り、必要と認められる額をそれぞれ計上しております。 

８. 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるた

め、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。 

９. 退職給付に係る会計処理の方法 

 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりで
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あります。 

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（８年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処

理 

 なお、連結される子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連

結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

10. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

11. 重要なヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

 当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法として、一部の資産・負

債について、ヘッジ対象とヘッジ手段を直接対応させる「個別ヘッジ」を適用し、繰延ヘッジによ

る会計処理あるいは金利スワップの特例処理を行っております。 

 ヘッジの有効性評価の方法については、当行のリスク管理手続きに則り、ヘッジ指定を行い、ヘ

ッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によってヘッジ対象の金利リスクが減

殺されているかどうかを検証することで評価しております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

 当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種

別委員会実務指針第25号 2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジによっております。 

 ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で

行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債

権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジ

の有効性を評価しております。 

(3) 連結される子会社においては、デリバティブ取引によるヘッジを行っておりません。 
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（重要な会計上の見積り） 

 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結

会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

貸倒引当金 

(1) 当連結会計年度に係る連結財務諸表に計上した額 

貸倒引当金 27,509百万円 

 当行の連結貸借対照表に占める貸出金の割合は相対的に高く、貸倒引当金の計上が経営成績や財

政状態に及ぼす影響が大きいことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しております。 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

① 算出方法 

 貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項 ５．貸倒引当金の計上基準」に記載して

おります。 

② 主要な仮定 

 主要な仮定は、「翌期以降の業績回復見込みや中長期的な経営改善計画（以下、「経営改善計画

等」という。）の実現可能性」であります。 

 なお、債務者区分の判定にあたり、一部の債務者については、過去の業績に加え、直近の業況

及び経営改善計画等の実現可能性に基づき債務者区分を決定しております。 

③ 翌連結会計年度に係る連結財務諸表に及ぼす影響 

 経営改善計画等の実現可能性の評価に用いた仮定が変化した場合には、翌連結会計年度に係る

連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計

基準委員会）等 

(1) 概要 

 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環とし

て、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向け

て、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、ＩＦＲＳ第16号の単一の会

計処理モデルを基礎とするものの、ＩＦＲＳ第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な

定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、ＩＦＲＳ第16号の定めを個別財務

諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、ＩＦＲＳ第16号と同様に、

リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全ての

リースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会

計処理モデルが適用されます。 

(2) 適用予定日 

 2028年３月期の期首から適用します。 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

 「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で

評価中であります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

１. 関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く） 

1,151百万円 

２. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債

に28,016百万円含まれております。 

３. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。 

 なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又

は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２

条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに

支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合の

その有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 7,270百万円

危険債権額 99,616百万円

要管理債権額 12,779百万円

三月以上延滞債権額 64百万円

貸出条件緩和債権額 12,715百万円

小計額 119,666百万円

正常債権額 6,147,652百万円

合計額 6,267,319百万円

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て

等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契

約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ

らに準ずる債権に該当しないものであります。 

 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金

で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の

支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 

 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分される債

権であります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

４. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処理しており

ます。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又

は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、15,736百万

円であります。 

５. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 209,694百万円

貸出金 1,701,851百万円

担保資産に対応する債務 

預金 23,481百万円

債券貸借取引受入担保金 166,734百万円

借用金 817,300百万円
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 上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券68,747百

万円、その他の資産（現金）185百万円を差し入れております。 

 また、その他資産には、金融商品等差入担保金18,159百万円、保証金828百万円が含まれておりま

す。 

６. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け

た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること

を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、1,289,928百万円であります。こ

のうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが1,151,686百万円あ

ります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも

のが必ずしも当行及び連結される子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありま

せん。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、

当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けら

れております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約

後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

７. 土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。 

再評価を行った年月日  1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

算定方法に基づき、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算基礎となる土地の価額（路線

価）を基準として時価を算出しております。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当

該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額  13,330百万円 

８. 有形固定資産の減価償却累計額 64,643百万円

９. 有形固定資産の圧縮記帳額 4,592百万円

10. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対す

る保証債務の額は38,313百万円であります。 

11. 元本補填契約のある信託の元本金額は4,434百万円であります。 

12. 銀行法施行規則第17条の5第1項3号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）は、9.67%でありま

す。 

 

（連結損益計算書関係） 

１. 「その他業務収益」には、国債等債券売却益36百万円を含んでおります。 

２. 「その他の経常収益」には、株式等売却益13,536百万円を含んでおります。 

３. 「その他業務費用」には、国債等債券売却損17,416百万円を含んでおります。 

４. 「その他の経常費用」には、株式等売却損543百万円、株式等償却7百万円を含んでおります。 

５. 包括利益  76,110百万円 
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（金融商品関係） 

１. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当行グループは、預金、貸出業務等の銀行業務を中心に様々な金融サービスを提供しておりま

す。 

 貸出につきましては、地域経済との共栄を目指し、健全かつ適切な貸出運用を図るとともに信用

リスク管理の強化に努めております。有価証券につきましては、リスク管理方針・規定等に基づい

た厳格な運用を行っております。 

 預金につきましては、地域のみなさまへの金融サービスの拡充に努めることで流動性及び定期性

預金ともに安定的な調達を目指しております。借用金、社債は、中長期的な資金調達としておりま

す。 

 当行グループが保有する貸出金等の金融資産と預金等の金融負債は期間構造が異なるため、市場

の金利変動等に伴うリスクに晒されていることから資産及び負債の総合的管理（以下「ＡＬＭ」と

いう。）を行い、市場リスクを適切にコントロールして安定的な収益を確保できる運営に努めてお

ります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 当行グループが保有する金融資産は、主として国内のお取引先に対する貸出金、有価証券であり

ます。貸出金につきましては、お取引先の経営状態の悪化等によって元金・利息が回収できなくな

る信用リスクに晒されており、また、有価証券は、発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市

場価格の変動リスクに晒されておりますが、適切なリスク分散を図るよう努めております。 

 金融負債である預金や譲渡性預金、コールマネー及び借用金等は、市場環境の急変や当行の財務

内容の悪化等により、通常より著しく高い金利による資金調達を余儀なくされるなどの流動性リス

クに晒されております。 

 当行グループは通貨スワップ・為替予約・通貨オプション取引等の通貨関連デリバティブ取引や

金利先物・金利スワップ・金利キャップ取引等の金利関連デリバティブ取引を、当行自身のＡＬＭ

目的と、お取引先の多様なリスクヘッジニーズに応える目的で利用しております。これらのデリバ

ティブ取引は、金利変動リスク、為替変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されてお

ります。ただし、当行が保有する金融資産・金融負債で著しくリスクが高いものや、時価の変動率

が高い特殊なデリバティブ取引の取り扱いはありません。 

 なお、当行グループでは一部の資産・負債をヘッジ対象として金利の変動リスクに対してヘッジ

会計を適用しておりますが、ヘッジ会計の適用に際しては、ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段を一体管理するとともに、ヘッジの有効性を評価してお

ります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

 当行グループでは、リスク管理部署を設置してリスク管理基本規程及びリスクに関する各種管理

諸規程を定め、ＡＬＭ・リスク管理委員会や各種委員会を設置して、各種リスクの管理を行ってお

ります。 

① 信用リスクの管理 

 当行グループでは、信用リスクの適切な管理・運営を行うことにより経営の健全性の確保と収

益力の向上に努める基本方針のもと、「信用リスク管理規定」等各種規程類を制定し、業務推進

部門と信用リスク管理部門の分離による内部牽制機能の確保、「クレジットポリシー」に基づく

厳正な審査と信用格付の付与、与信集中リスク管理のための与信限度ラインの設定等による個別

管理、自己査定や信用リスク量の計測ならびに取締役会への信用リスク状況報告等を実施してお

ります。 

 具体的には、個別案件毎に営業店が的確に分析・審査を行い、営業店長の権限を越える場合は

本部の審査部門でも分析・審査を行っております。審査部門には業種・地域毎に専門の担当者を

配置し、お取引先の特性に応じて営業店への適切な助言・指導が行える体制を整備しておりま
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す。 

 また、有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに

関しては、リスク管理部署において、信用情報や取引状況を定期的に把握・管理しております。 

② 市場リスクの管理 

 「市場リスク管理規定」等を定め、ＡＬＭ・リスク管理委員会等を設置し、預貸金を含めた市

場リスクを適切にコントロールして、安定的な収益を確保できる運営に努めております。 

ⅰ 金利リスクの管理 

 「金利リスク管理規定」等の諸規定にリスク管理方法や手続き等の詳細を明記し、リスク管

理部署が定期的に金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応

度分析等により金利リスク量をモニタリングするとともに、その結果をＡＬＭ・リスク管理委

員会等に報告・協議し、必要な対策を講じる体制としております。また、金利リスクを適切に

コントロールするために、金利リスク量に対する各種限度ラインを設定・管理し、ＡＬＭの観

点から金利の変動リスクをヘッジするための金利スワップ及び金利キャップ等のデリバティブ

取引を利用して金利リスクの軽減を図っております。 

ⅱ 為替リスクの管理 

 外貨建資産・負債にかかる為替の変動リスクを管理し、通貨スワップ等を利用し、為替リス

クの軽減を図っております。 

ⅲ 価格変動リスクの管理 

 有価証券を含む投資商品の保有にあたり、経営会議で定めた運用方針に基づき、取締役会の

監督の下、リスク管理基本規程ならびに関連諸規程に従い、事前審査、投資限度額の設定のほ

か、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。当行が保有し

ている株式の多くは、政策保有目的で保有しているものであり、お取引先の市場環境や財務状

況などをモニタリングしております。また、有価証券については、リスク管理部署においてバ

リュー・アット・リスク（ＶａＲ）等を用いて有価証券の市場リスク量を把握し、規定で定め

た各種ルールの遵守状況等が管理されており、これらの情報はリスク管理部署を通じ、取締役

会等において定期的に報告されております。 

ⅳ デリバティブ取引 

 デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の評価、事務管理に関する部門を

それぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、管理セクションが取引の確認、日々のポジショ

ンの時価評価、損益状況、リスク量の計測を行い、一定の限度を超える損失が発生しないよう

に管理しております。 

ⅴ 市場リスクに係る定量的情報 

（ア）トレーディング目的の金融商品 

 当行グループでは、「特定取引資産」のうちの売買目的有価証券、「デリバティブ取引」

のうちトレーディング目的として保有している通貨関連及び金利関連の一部に関するＶａ

Ｒの算定にあたっては、ヒストリカル法（保有期間１日、信頼区間99％、観測期間1,250

日）を採用しております。 

 2026年３月31日現在で当行のトレーディング業務の市場リスク量（ＶａＲ）は456百万

円であります。 

（イ）トレーディング目的以外の金融商品 

 当行グループにおいて、金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「買入金銭債

権」、「貸出金」、「債券」、「預金」、「借用金」、「デリバティブ取引」のうちの金利スワップ

取引、金利スワップション取引、金利キャップ取引であります。また、価格変動リスクの

影響を受ける金融商品は「上場株式」及び「投資信託」であります。当行グループでは、

これらの金融資産及び金融負債について、統計的なリスク計測手法であるＶａＲにより金

利変動リスクや価格変動リスクを統一的に管理しております。 

 なお、ＶａＲの算定にあたっては、ヒストリカル法（保有期間120日、信頼区間99％、
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観測期間1,250日）を採用し、金利と株価等の変動における相関を考慮しております。 

 2026年３月31日現在、トレーディング目的以外の金融商品におけるＶａＲは19,654百万

円であります。 

 また、ＶａＲ計測モデルのバックテスティングを定期的に実施し、モデルの妥当性を検

証する態勢としており、適切なリスクの把握に努めております。ただし、ＶａＲは統計的

に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど

市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 

 ＶａＲは統計的な信頼区間（99％）の下で、金融商品を保有する期間に相当する最大損

失額ですが、特に金利リスクの影響を受ける主たる金融商品については、補完的なリスク

指標として、指標となる金利の100ベーシス・ポイント（1.00％）上昇を想定した資産負

債の時価変動額（100ＢＰＶ：100ベーシス・ポイント・バリュー）を算出しております。 

 2026年３月31日現在、指標となる金利が1.00％上昇したものと想定した場合には、時価

が70,805百万円増加するものと把握しております。当該影響額は、金利環境のみが変化す

る場合を想定しており、金利以外のリスク変数との相関を考慮しておりません。なお、金

利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可

能性があります。 

③ 流動性リスクの管理 

 当行グループでは、「流動性リスク管理規定」に基づいて、運用・調達の状況を的確に把握

し、円滑な資金繰りに万全を期しております。具体的には、国債など資金化の容易な支払準備資

産を十分に確保するとともに、流動性リスク管理指標を各種設定し、日々チェックしておりま

す。 

 また、万一危機が発生した場合は、危機の段階に応じた対応が取れるように、流動性リスクの

状況をＡＬＭ・リスク管理委員会等で定期的に報告・管理する体制を整備しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。 
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２. 金融商品の時価等に関する事項 

 2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。ま

た、現金預け金、コールローン、譲渡性預金、コールマネー、債券貸借取引受入担保金は、短期間

（１年以内）のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しており

ます。 

（単位：百万円） 
 

 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

買入金銭債権 3,855 3,855 － 

有価証券    

その他有価証券（※４） 1,188,419 1,188,419 － 

貸出金 6,170,606   

貸倒引当金（※１） △27,187   

 6,143,419 6,074,461 △68,957 

資産計 7,335,693 7,266,736 △68,957 

預金 8,152,928 8,150,049 △2,878 

借用金 817,671 806,086 △11,584 

負債計 8,970,599 8,956,136 △14,462 

デリバティブ取引（※２）    

ヘッジ会計が適用されていないもの (1,545) (1,545) － 

ヘッジ会計が適用されているもの 20,824 20,824 （※３）－ 

デリバティブ取引計 19,279 19,279 － 
 
（※１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（※２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示し

ております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計

で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

（※３）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理され

ているため、その時価は当該貸出金に含めて記載しております。 

（※４）その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31

号 2021年６月17日）第24－９項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含ま

れております。 
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（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品

の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 
 

区  分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式（※１）（※２） 17,945 

組合出資金（※３） 32,769 

非上場外国証券（※１） 0 

合 計 50,715 
 

（※１）「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年

３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（※２）当連結会計年度において、非上場株式について7百万円減損処理を行っております。 

（※３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第31号 2021年６月17日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしており

ません。 

（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

買入金銭債権 389 － － － 3,666 

有価証券      

その他有価証券のうち 
満期があるもの 

169,092 209,066 71,104 28,184 531,069 

貸出金（※） 2,287,227 903,336 711,525 454,695 1,698,558 

合 計 2,456,710 1,112,403 782,629 482,879 2,233,293 
 

（※）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込

めない106,400百万円、期間の定めのないもの8,863百万円は含めておりません。 

 

（注３）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 
１年超 

３年以内 
３年超 

５年以内 
５年超 

７年以内 
７年超 

預金（※） 7,676,221 372,948 92,600 2,178 8,979 

借用金 453,419 364,239 11 － － 

合 計 8,129,641 737,187 92,612 2,178 8,979 
 

（※）預金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 
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３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定し

た時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察ができないインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品（2026年３月31日） 

（単位：百万円） 
 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

買入金銭債権 － － 3,855 3,855 

有価証券     

その他有価証券 707,588 425,309 45,836 1,178,735 

国債・地方債 313,693 68,868 － 382,561 

社債 － 89,551 45,836 135,388 

株式 135,653 27,234 － 162,887 

その他 258,241 239,656 － 497,898 

資産計 707,588 425,309 49,692 1,182,590 

デリバティブ取引（※１）     

金利関連 － 23,089 － 23,089 

通貨関連 － △3,812 － △3,812 

商品関連 － 5 － 5 

クレジット・デリバティブ － － △2 △2 

デリバティブ取引計 － 19,282 △2 19,279 
 
（※１）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示し

ております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計

で正味の債務となる項目については、△で表示しております。 

（※２）投資信託のうち、基準価額を時価とみなしているものは、本表には含めておりません。連結貸

借対照表における投資信託計上額は9,684百万円となります。 
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品（2026年３月31日） 

（単位：百万円） 
 

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

貸出金 － － 6,074,461 6,074,461 

資産計 － － 6,074,461 6,074,461 

預金 － 8,150,049 － 8,150,049 

借用金 － 806,086 － 806,086 

負債計 － 8,956,136 － 8,956,136 
 
 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

買入金銭債権 

 買入金銭債権のうち、投資家として購入した住宅ローン債権の信託受益権及び貸付債権の信託

受益権については、取引金融機関から提示された価格をレベル３の時価としております。また、

売掛金等の資産流動化の小口債権は、期間毎の市場金利に信用リスク等を加味した利率で割り引

いた現在価値をレベル３の時価としております。 

有価証券 

 有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時

価に分類しております。主に東証プライム市場株式や国債・上場投資信託がこれに含まれます。 

 レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いた場合にはレベル

２の時価に分類しております。 

 相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法などの評価技法

を用いて時価を算定しております。評価にあたっては観察可能なインプットを最大限利用してお

り、インプットには金利や格付別倒産確率等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないイ

ンプットを用いる場合には、レベル３の時価に分類しており、これには社債のうち私募事業債が

含まれます。 

貸出金 

 貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を

市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変

動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異な

っていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。ま

た、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価

値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しており、

時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金

額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。

また、金利スワップの特例処理の対象とされた貸出金については、当該金利スワップの時価を反

映しております。 
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預金 

 要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その帳簿価額をレベル

２の時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッ

シュ・フローを割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、市場金利を用い

ており、算定された時価はレベル２の時価に分類しております。 

借用金 

 借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似し

ていると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の

期間毎に区分した当該借用金の将来キャッシュ・フローを同様の借入において想定される利率で

割り引いた現在価値を時価としております。これらについては、主にレベル２の時価に分類して

おります。 

デリバティブ取引 

 デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベ

ル１の時価に分類しております。ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表さ

れた相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値法やブラッ

ク・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で

用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できない

インプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル２の時価に分類しており、プ

レイン・バニラ型の金利スワップ取引、通貨オプション等が含まれます。重要な観察できないイ

ンプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しております。 

 

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

① 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2026年３月31日） 
 

区分 評価技法 
重要な観察できない 

インプット 
インプットの範囲 

買入金銭債権 ＤＣＦ法 

格付別倒産確率 0.000％～0.732％ 

予想損失率 － 

経費率 0.321％ 

私募事業債 ＤＣＦ法 

格付別倒産確率 0.000％～2.748％ 

予想損失率 10.555％ 

経費率 0.321％ 
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② 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2026年３月31日） 

（単位：百万円） 
 

 買入金銭債権 社債 合計 

当期首残高 7,012 49,073 56,085 

当期の損益又はその他の包括利益 △55 △146 △202 

損益に計上（※１） 1 － 1 

その他の包括利益に計上（※２） △56 △146 △203 

購入、発行、取得 3,122 10,580 13,702 

売却、償還、決済 △6,223 △13,670 △19,894 

当期末残高 3,855 45,836 49,692 

当期の損益に計上した額のうち連
結貸借対照表日において保有する
金融資産及び金融負債の評価損益 

－ － － 

 
（※１）連結損益計算書の「資金運用収益」および「その他業務収益」に含まれております。 

（※２）連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれ

ております。 

③ 時価の評価プロセスの説明 

 当行グループは、経営企画部にて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿っ

てバック部門で時価の算定および時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性を検

証しております。検証結果はミドル部門に報告され、時価のレベルの分類の適正性および時価の

算定の方針及び手続に関する適正性が確保されております。 

 時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モ

デルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用さ

れている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により

価格の妥当性を検証しております。 

④ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

 買入金銭債権及び私募事業債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、格

付別倒産確率、予想損失率、経費率であります。これらのインプットの著しい増加（減少）は、

それら単独では、時価の著しい低下（上昇）を生じさせることとなります。 
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４. 投資信託の基準価額を時価とみなす投資信託 

期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2026年３月31日） 

（単位：百万円） 
 

 当連結会計期間 

当期首残高 8,952 

当期の損益又はその他の包括利益 194 

損益に計上（※１） － 

その他の包括利益に計上（※２） 194 

購入 543 

売却、償還 △6 

当期末残高 9,684 

当期の損益に計上した額のうち
連結貸借対照表日において保有
する投資信託の評価損益 

－ 

 
（※１）連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。 

（※２）連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれて

おります。 
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（有価証券関係） 

 連結貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「預

け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権が含まれております。 

１. 売買目的有価証券（2026年３月31日） 
 

 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 － 
 
 

２. その他有価証券（2026年３月31日） 

（単位：百万円） 
 

 種類 
連結貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

株式 157,966 51,953 106,013 

債券 12,975 12,963 11 

国債 10,000 9,999 0 

地方債 － － － 

社債 2,975 2,963 11 

その他 229,317 218,162 11,154 

外国証券 132,007 130,904 1,102 

その他 97,310 87,258 10,051 

小 計 400,259 283,080 117,179 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

株式 4,921 5,369 △447 

債券 504,973 534,790 △29,816 

国債 303,693 329,005 △25,311 

地方債 68,868 70,728 △1,860 

社債 132,412 135,056 △2,644 

その他 287,119 295,866 △8,746 

外国証券 239,443 245,649 △6,205 

その他 47,676 50,217 △2,541 

小 計 797,015 836,025 △39,010 

合 計 1,197,274 1,119,106 78,168 
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３. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 

（単位：百万円） 
 

 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

株式 20,165 10,687 359 

債券 316,284 27 17,266 

国債 67,665 － 2,989 

地方債 223,684 27 10,325 

社債 24,935 － 3,951 

その他 24,540 2,858 332 

外国証券 5,827 － 149 

その他 18,712 2,858 183 

合 計 360,990 13,573 17,959 
 
 

４. 減損処理を行った有価証券 

 売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有

価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を

当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。 

 当連結会計年度における減損処理額はありません。 

 また、「減損処理」は、資産の自己査定における有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおりとし

ております。 
 

破綻先、実質破綻先、 
破綻懸念先、要注意先 

株式は時価が取得原価に比べ下落、債券は時価が取得原価に比べ
30％超下落 

正常先 
時価が取得原価の50％以上下落、又は、時価が取得原価の30％超
50％未満下落かつ市場価格が一定水準以下で推移等 

 
※ 減損処理の判定にあたって、株式の時価は、当連結会計年度末前１カ月の市場価格の平均に基

づく価格としております。 

 

（金銭の信託関係） 

１. 運用目的の金銭の信託（2026年３月31日） 
 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
当連結事業年度の損益に 

含まれた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 4,946 － 
 
 

（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 447円60銭

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 36円82銭

 潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 
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（収益認識関係） 

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当連結会計期間（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） 

（単位：百万円） 
 
 当連結会計期間 

信託報酬 16 

役務取引等収益 15,722 

預金・貸出業務 4,723 

為替業務 5,350 

証券関連業務 1,591 

代理業務 713 

保護預り・貸金庫業務 130 

その他 3,212 

その他の業務収益 127 

その他の経常収益 1 

顧客との契約から生じる経常収益 15,867 

上記以外の経常収益 139,232 

外部顧客に対する経常収益 155,100 
 
 

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 当行グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。 

ＳＴＥＰ１：契約の識別 

ＳＴＥＰ２：契約における履行義務の識別 

ＳＴＥＰ３：取引価格の算定 

ＳＴＥＰ４：履行義務への取引価格の配分 

ＳＴＥＰ５：履行義務の充足による収益の認識 

 「収益認識会計基準」の適用範囲は「顧客との契約から生じる収益」であり、当行においては主と

して役務取引等収益が対象となります。 

 当行は為替業務に含まれる振込や預金業務に含まれる口座振替などの資金決済業務や、投資信託や

生命保険契約の販売代理業務を行っており、当該業務に伴い収受する手数料は、決済や販売契約の締

結などの履行義務が「一時点」で充足する場合は、履行義務が充足される時点において収益を認識し

ております。 

 そのほか、履行義務が「一定の期間」にわたり充足する場合は履行義務を充足するにつれて収益を

認識しております。 


